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(57)【要約】
【課題】べたつき感を生じず、高い保湿感とくすみ予防・改善効果が得られ、さらにハリ
感といった使用感にも優れる皮膚外用剤を提供する。
【解決手段】次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上を含む
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
【請求項２】
　成分（Ｂ）が、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロ
ピレングリコール、ジグリセリン、及びソルビトールから選ばれる１種又は２種以上であ
る請求項１に記載の皮膚外用剤。
【請求項３】
　成分（Ａ）の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として０．１～１０質量％である請求項
１又は２に記載の皮膚外用剤。
【請求項４】
　成分（Ｂ）の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として０．１～２５質量％である請求項
１～３のいずれか１項に記載の皮膚外用剤。
【請求項５】
成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量が、皮膚外用剤の総量を基準として、０．２～３
５質量％である請求項１～４のいずれか１項に記載の皮膚外用剤。
【請求項６】
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量に対する成分（Ａ）の含有量の質量比［Ａ／（
Ａ＋Ｂ）］が０．０１～０．９である請求項１～５のいずれか１項に記載の皮膚外用剤。
【請求項７】
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量に対する成分（Ａ）の含有量の質量比［Ａ／（
Ａ＋Ｂ）］が０．０３～０．８である請求項１～５のいずれか１項に記載の皮膚外用剤。
【請求項８】
　更に、成分（Ｃ）水溶性高分子を含有する請求項１～７のいずれか１項に記載の皮膚外
用剤。
【請求項９】
　成分（Ｃ）が、カルボキシビニルポリマー及びアクリル酸・メタクリル酸アルキル共重
合体から選ばれる１種以上である請求項８に記載の皮膚外用剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚外用剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、肌荒れ等の対策の１つとして保湿剤を配合した化粧料が用いられている。そして
保湿効果を期待した化粧料には、水溶性多価アルコールや糖類、ムコ多糖などが配合され
ていることが多い。しかしながら、これらを配合した化粧料の多くは、配合量を高めれば
保湿効果はあるものの、べたつき感が生じるため、使用感の面で好ましくなかった。
　一方、保湿効果を有し、且つべたつきが少ない化粧料を目的として、ラフィノースを配
合した化粧料（特許文献１）や、特定の多糖類やオリゴ糖を配合した化粧料（特許文献２
、３）が報告されている。
【０００３】
　また肌荒れに伴い肌表面のきめが粗くなると、肌の明度が低下し、その色相は赤味から
黄味へと変化していき、くすみの原因の１つとなる。よって、保湿剤を配合した化粧料を
用いて、きめを整え、肌表面を滑らかにすることは、くすみの予防・改善につながると考
えられている。しかしながら、単に保湿剤だけを配合した化粧料では、くすみの予防・改
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善が未だ十分ではなく、また多量に配合した場合は、更に使用感の面でも好ましくない。
　そこで、一般的には、くすみの予防・改善効果に優れると考えられている血行促進剤や
美白剤、抗酸化剤等を組み合わせた化粧料が開発されている（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３５１７４９号公報
【特許文献２】特開平１０－２３７１０５号公報
【特許文献３】特開平１０－２５２３４号公報
【特許文献４】特許第４６８３８６１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、十分な保湿効果を得るために多価アルコールや特定の糖類の濃度を増や
すことによって、べたつき等の好ましくない使用感という課題が生じた。また、十分なく
すみの予防・改善効果を得るためには、保湿剤以外の成分の併用が効果的であると考えら
れるが、その場合、安定性や安全性等の課題が生じてしまう。
　従って、本発明は、べたつき感を生じず且つ保湿感やハリ感といった使用感に優れ、更
に肌のくすみ予防・改善効果にも優れた皮膚外用剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、かかる事情に鑑み鋭意検討した結果、（Ａ）ペンタエリスリトールと（Ｂ
）ペンタエリスリトール以外の炭素数３～６の多価アルコール及び糖アルコールからなる
群から選ばれる１種以上を組み合わせた皮膚外用剤が、べたつき感を生じず且つ保湿感や
ハリ感といった使用感、及び肌のくすみ予防・改善効果にも優れることを見出し、本発明
を完成した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤を提供するもので
ある。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
　また、本発明は、次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤の、皮膚保湿能、肌の
ハリ感又は肌のくすみ感の改善のための使用を提供するものである。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
　また、本発明は、次の成分（Ａ）と（Ｂ）の組み合わせの、皮膚保湿能、肌のハリ感又
は肌のくすみ感の改善用皮膚外用剤製造のための使用を提供するものである。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
　さらに、本発明は、次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する組成物を皮膚に適用することを
特徴とする、皮膚保湿能、肌のハリ感又は肌のくすみ感の改善方法を提供するものである
。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
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コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の皮膚外用剤は、べたつき感を生じず、且つ保湿感やハリ感といった使用感、及
び肌のくすみ予防や改善効果にも優れ、安定性にも優れたものである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の構成について詳述する。
【００１０】
　本発明の（Ａ）成分であるペンタエリスリトールは、Ｃ（ＣＨ2ＯＨ）4の式で表される
糖アルコールの１種である。
【００１１】
　本発明における（Ａ）成分の好ましい含有量は、皮膚外用剤の総量を基準として、０．
１質量％以上であり、より好ましくは０．５質量％以上であり、さらに好ましくは１質量
％以上であり、また１０質量％以下が好ましく、８質量％以下がより好ましく、５質量％
以下がさらに好ましい。ペンタエリスリトールの含有量の具体的な範囲は、０．１～１０
質量％が好ましく、より好ましくは０．５～８質量％であり、さらに好ましくは１～５質
量％である。この範囲内であれば、（Ｂ）成分が有する保湿効果を保持しながら、べたつ
き感を生じず、且つハリ感・ふっくら感に優れた使用感が得られ、更に、肌のくすみを予
防・改善する効果が得られる。
【００１２】
　本発明の（Ｂ）成分は、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、１，４－ブチレン
グリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、スレイトール
、エリスリトール、ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上である
。
　これらのうち、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロ
ピレングリコール、ジグリセリン及びソルビトールから選ばれる１種又は２種以上がより
好ましく、グリセリン、１，３－ブチレングリコール及びジプロピレングリコールから選
ばれる１種又は２種以上がさらに好ましい。
【００１３】
　本発明における（Ｂ）成分の好ましい含有量は、皮膚外用剤の総量を基準として、０．
１質量％以上であり、より好ましくは０．５質量％以上であり、さらに好ましくは１質量
％以上であり、また２５質量％以下が好ましく、２３質量％以下がより好ましく、２０質
量％以下がさらに好ましく、１５質量％以下がさらに好ましい。（Ｂ）成分の含有量の具
体的な範囲は、０．１～２５質量％であり、より好ましくは０．５～２３質量％であり、
さらに好ましくは１～２０質量％であり、さらに好ましくは１～１５質量％である。この
範囲内であれば、十分な保湿感が得られ、且つ（Ａ）成分と組み合わせることでべたつき
感を生じない優れた使用感が得られる。
【００１４】
　本発明における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の含有量は、皮膚外用剤の総量を基準と
して、好ましくは０．２質量％以上であり、より好ましくは１質量％以上であり、さらに
好ましくは２質量％以上であり、また３５質量％以下が好ましく、３１質量％以下がより
好ましく、２５質量％以下がさらに好ましい。（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の含有量の
具体的な範囲は、好ましくは０．２～３５質量％であり、より好ましくは１～３１質量％
であり、さらに好ましくは２～２５質量％である。この範囲内であれば、保湿効果に優れ
る。
【００１５】
　本発明における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の含有量に対する（Ａ）成分の含有量の
質量比［Ａ／（Ａ＋Ｂ）］は、０．０１以上が好ましく、０．０３以上がより好ましく、
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０．０５以上がさらに好ましく、また０．９以下が好ましく、０．８以下がより好ましく
、０．５以下がさらに好ましい。Ａ／（Ａ＋Ｂ）の具体的な範囲は、０．０１～０．９が
好ましく、より好ましくは０．０３～０．８、さらに好ましくは０．０５～０．５である
。この範囲内であれば、（Ｂ）成分が有する保湿効果を保持しながら、べたつき感を生じ
ない
優れた使用感が得られる。
【００１６】
　本発明の皮膚外用剤には、更に（Ｃ）成分として水溶性高分子を配合することができる
。（Ｃ）成分を配合することにより、皮膚外用剤に粘性を付与することができ、ハリ感が
得られ、べたつき感を生じない優れた使用感が得られる。
【００１７】
　本発明に用いられる（Ｃ）成分は、特に限定されないが、アラビヤガム、トラガカント
ガム、カラヤガム、キサンタンガム、タマリンドガム、グアーガム、ヒドロキシプロピル
グアーガム、ローカストビーンガム、クインスシード、ジェランガム、ネイティブジェラ
ンガム等の多糖類、ポリアクリル酸、ポリメタアクリル酸、ポリビニルアルコール、ポリ
エチレングリコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリメタアクリルア
ミド等の水溶性合成高分子、メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロラ
イド、メタクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロライド、Ｎ－ｎ－ブトキシ
メチルアクリルアミド、Ｎ－ｉｓｏ－ブトキシアクリルアミド、ｔｅｒｔ－ブチルアクリ
ルアミドスルホン酸、ジメチルアミノプロピルメタアクリルアミド等の重合性モノマーの
重合体、またはこれら重合性モノマー原料と他の重合性モノマーとの共重合体、あるいは
、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カ
ルボキシメチルセルロース等の水溶性セルロース類、アルギン酸、カラギーナン、ヒアル
ロン酸、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、コラーゲン、キチン誘導体、ペクチン、
ゼラチン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体およ
びこれらの塩等が挙げられる。
　これらのうち、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル
酸アルキル共重合体、ポリアクリルアミドがより好ましく、カルボキシビニルポリマー及
びアクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体が特に好ましい。
　これら（Ｃ）成分は、単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１８】
　本発明における（Ｃ）成分の好ましい含有量は、皮膚外用剤の総量を基準として、０．
０１質量％以上であり、より好ましくは０．０５質量％以上であり、さらに好ましくは０
．１質量％以上であり、また１質量％以下が好ましく、０．８質量％以下がより好ましく
、０．５質量％以下がさらに好ましい。（Ｃ）成分の含有量の具体的な範囲は、０．０１
～１質量％であり、より好ましくは０．０５～０．８質量％であり、さらに好ましくは０
．１～０．５質量％である。この範囲内であれば、ハリ感が得られ、且つべたつき感を生
じない優れた使用感が得られる。
【００１９】
　本発明の皮膚外用剤は、前記の必須成分に加えて、本発明の効果を損なわない範囲で通
常使用されている任意の成分を適宜使用することができる。これらの任意成分としては、
例えば、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤等の各種
界面活性剤、油分、紫外線吸収剤、防腐剤、保湿剤、ポリマー類、アミノ酸誘導体、糖誘
導体、香料、水、アルコール、増粘剤、色剤、金属イオン封鎖剤、酸化防止剤、薬剤、動
植物由来の抽出物、ｐＨ調整剤等が挙げられる。
【００２０】
　本発明の皮膚外用剤は、通常の方法に従って製造することができ、例えば、乳液、クリ
ーム、ローション、エッセンス、パック、洗顔料などの基礎化粧料、口紅、ファンデーシ
ョン、リキッドファンデーション、メイクアッププレスパウダーなどのメイクアップ化粧
料、ヘアーシャンプー、ヘアーリンス、ヘアートリートメント、コンディショナー、染毛
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料、整髪料などの頭髪化粧料、洗顔料、ボディーシャンプー、石けんなどの清浄用化粧料
、さらには浴剤等のいずれの形態にも適用することができるが、勿論これらに限定される
ものではない。特に、化粧水、乳液、クリーム、美容液、サンスクリーン等の皮膚外用剤
として、医薬品、医薬部外品、化粧品等に適用することが好ましい。
【００２１】
　上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の実施態様を開示する。
【００２２】
＜１＞次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
＜２＞次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する皮膚外用剤の、皮膚保湿能、肌のハリ感又は肌
のくすみ感の改善のための使用。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
＜３＞次の成分（Ａ）と（Ｂ）の組み合わせの、皮膚保湿能、肌のハリ感又は肌のくすみ
感の改善用皮膚外用剤製造のための使用。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
＜４＞次の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する組成物を皮膚に適用することを特徴とする、皮
膚保湿能、肌のハリ感又は肌のくすみ感の改善方法。
（Ａ）ペンタエリスリトール
（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、
ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上
＜５＞成分（Ｂ）が、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジ
プロピレングリコール、ジグリセリン及びソルビトールから選ばれる１種又は２種以上で
ある＜１＞～＜４＞のいずれかに記載の皮膚外用剤、使用又は方法。
＜６＞成分（Ｂ）が、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、及びジプロピレングリ
コールから選ばれる１種又は２種以上である＜１＞～＜５＞のいずれかに記載の皮膚外用
剤、使用又は方法。
＜７＞成分（Ａ）の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として、好ましくは０．１質量％以
上、より好ましくは０．５質量％以上、さらに好ましくは１質量％以上であり、また好ま
しくは１０質量％以下、より好ましくは８質量％以下、さらに好ましくは５質量％以下で
ある＜１＞～＜６＞のいずれかの皮膚外用剤、使用又は方法。
＜８＞成分（Ａ）の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として、好ましくは０．１～１０質
量％、より好ましくは０．５～８質量％、さらに好ましくは１～５質量％である＜１＞～
＜７＞のいずれかの皮膚外用剤、使用又は方法。
＜９＞成分（Ｂ）成分の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として、好ましくは０．１質量
％以上、より好ましくは０．５質量％以上、さらに好ましくは１質量％以上であり、また
好ましくは２５質量％以下、より好ましくは２３質量％以下、さらに好ましくは２０質量
％以下、さらに好ましくは１５質量％以下である＜１＞～＜８＞のいずれかの皮膚外用剤
、使用又は方法。
＜10＞成分（Ｂ）の含有量が皮膚外用剤の総量を基準として、好ましくは０．１～２５質
量％、より好ましくは０．５～２３質量％、さらに好ましくは１～２０質量％、さらに好
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ましくは１～１５質量％である＜１＞～＜９＞のいずれかの皮膚外用剤、使用又は方法。
＜11＞成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量が、皮膚外用剤の総量を基準として、好ま
しくは０．２質量％以上、より好ましくは１質量％以上、さらに好ましくは２質量％以上
であり、また好ましくは３５質量％以下、より好ましくは３１質量％以下、さらに好まし
くは２５質量％以下である＜１＞～＜１０＞のいずれかの皮膚外用剤、使用又は方法。
＜12＞成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量が、皮膚外用剤の総量を基準として、好ま
しくは０．２～３５質量％、より好ましくは１～３１質量％、さらに好ましくは２～２５
質量％である＜１＞～＜１１＞のいずれかの皮膚外用剤、使用又は方法。
＜13＞成分（Ａ）と成分（Ｂ）の合計の含有量に対する成分（Ａ）の含有量の質量比［Ａ
／（Ａ＋Ｂ）］が、好ましくは０．０１～０．９であり、より好ましくは０．０３～０．
８、さらに好ましくは０．０５～０．５である＜１＞～＜１２＞のいずれかの皮膚外用剤
、使用又は方法。
＜14＞更に、成分（Ｃ）水溶性高分子を含有する＜１＞～＜１３＞のいずれかの皮膚外用
剤、使用又は方法。
＜15＞成分（Ｃ）が、カルボキシビニルポリマー及びアクリル酸・メタクリル酸アルキル
共重合体から選ばれる１種以上である＜１４＞に記載の皮膚外用剤、使用又は方法。
【実施例】
【００２３】
　以下、本発明に関して、実施例をもって詳細に説明するが、本発明はこれにより限定さ
れるものではない。
【００２４】
試験例１　保湿性試験
　本発明の（Ａ）成分であるペンタエリスリトールと、（Ｂ）成分であるグリセリン、１
，３－ブチレングリコール、プロパンジオール、ジプロピレングリコール、１，４－ブチ
レングリコール、ジグリセリン、スレイトール、エリスリトール、ソルビトール及びマン
ニトールから選ばれる１種又は２種以上を併用した際の保湿効果について試験を実施した
。
（方法）
　表１に示した処方に従い、試験サンプル（実施例１及び比較例１～５）を調製した。
　被験者の前腕部を洗顔フォームにより洗浄した後、温度（２５℃）と湿度（４５％）を
コントロールされた部屋で２０分間馴化した。そして、被験者の前腕部の角層中の水分量
を、ＳＫＩＣＯＮ－２００（アイ・ビイ・エス社製）を用いて測定した。
　次に、被験者の前腕部に、試験サンプルをそれぞれ２０μＬ／ｃｍ2ずつ塗布し、２０
分間静置により試験サンプルを乾かした。そして、試験サンプル塗布６０分後に、前記と
同様に角層水分量を測定した。
　試験サンプル塗布開始前に対する角層水分量の増加量を算出し、保湿効果として評価し
た。
【００２５】
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【表１】

【００２６】
　表１の結果から、比較例１のコントロールは、塗布６０分後に角層水分量が減少した。
　比較例２、比較例４の（Ｂ）成分のみ配合した群では、コントロールと比べて角層水分
量の増加が認められたのに対し、比較例３、比較例５の（Ａ）成分のみ配合した群では、
コントロールと同等の結果であった。一方、（Ａ）成分と（Ｂ）成分を併用した実施例１
は、比較例３と２の相加的な効果ではなく、相乗的な保湿効果が認められた。本結果から
、保湿性のある成分（Ｂ）にペンタエリスリトールを加えることで、成分（Ｂ）を低減さ
せても保湿性を維持、或いは増加させることが明らかとなった。
【００２７】
試験例２　半顔比較連用試験（角層柔軟性）
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　本発明の（Ａ）成分であるペンタエリスリトールを配合した美容液を用いて、下記に示
す半顔比較連用試験を実施し、頬部の角層柔軟性及び肌色について評価した。
【００２８】
（連用方法）
　３５～５１歳（平均年齢４４．０歳）の健常人男性１１名を被験者とし、二重盲験法に
より、半顔にペンタエリスリトール配合美容液（実施例２）、もう一方にプラセボ（ペン
タエリスリトール無配合；比較例６）を１日２回塗布し、連用４週間後及び連用８週間後
について各評価を行った。美容液の処方は表２に示す。
【００２９】
【表２】

【００３０】
（評価方法）
　角層の柔軟性効果は、酒井らの方法(Sakai S, Sasai S et al., Characterization of 
the physical properties of the stratum corneum by a new tactile sensor., Skin Re
s Technol. 2000; 6(3):128-134.)に従い、ヴィーナストロン（Ｖｅｎｕｓｔｒｏｎ；Ａ
ＸＩＯＭ社製）を用いて行った。ヴィーナストロンは、一定の周波数で振動するプローブ
と被験物質を接触させ、その周波数の変化量（Δｆ（Ｈｚ））で柔らかさを測定する機器
である。硬い被験物ほどΔｆが大きくなり（プラス方向へ変化する）、軟らかい被験物ほ
どΔｆが小さくなる（マイナス方向へ変化する）。
　具体的な方法は、被験者の頬部に測定部位を設け、ヴィーナストロン（測定時のプロー
ブ周波数５０Ｈｚ、押し込み深さは最大３ｍｍに設定）で同一部位を３回測定した。プロ
ーブの荷重圧が２ｇの際の周波数変化を角層柔軟性Δｆ（２ｇ）として、その平均値を算
出した。そして前記美容液の連用前後の角層柔軟性（ΔΔｆ（２ｇ））を次の式より算出
した。
ΔΔｆ（２ｇ）＝［連用４又は８週間後のΔｆ］－［連用前のΔｆ０］
　なお、ここでΔΔｆｘ（２ｇ）の値がマイナスであって、その絶対値が大きいほど、角
層柔軟性効果が大きいことを示す。
　本試験では、この方法を用いて、前記美容液の連用前と連用４週間後及び８週間後に、
被験者の頬部の角層柔軟性を測定した。なお測定結果は、被験者の平均値で示した。
【００３１】
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【表３】

【００３２】
　上記表３の角層柔軟性の結果から、プラセボ塗布群（比較例６）と比較して本発明のペ
ンタエリスリトール配合美容液塗布群（実施例２）の角層柔軟性は、連用４週間後に増加
傾向、連用８週間後には有意な増加が認められた。
　従って、本発明のペンタエリスリトールを配合した美容液は、優れた角層柔軟効果を有
していることが分かった。
【００３３】
試験例３　半顔比較連用試験（肌色測定）
　本発明の（Ａ）成分であるペンタエリスリトールを配合した美容液を用いて、下記に示
す半顔比較連用試験を実施し、頬部の角層柔軟性及び肌色について評価した。
【００３４】
（連用方法）
　３３～４８歳（平均年齢３８．１歳）の健常人女性２２名を被験者とし、二重盲検法に
より、半顔にペンタエリスリトール配合美容液（実施例３）、もう一方にプラセボ（ペン
タエリスリトール無配合；比較例６）を１日２回塗布し、連用４週間後及び連用８週間後
について各評価を行った。美容液の処方は表４に示す。
【００３５】
【表４】

【００３６】
（評価方法）
　前記美容液の連用前と、連用４週間後及び８週間後に、被験者の頬部の肌色を分光測色
計（コニカミノルタ社製Ｃｈｒｏｍａ　Ｍｅｔｅｒ　ＣＭ－２６００ｄ）を用いてＬ値を
測定した。
【００３７】
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【表５】

【００３８】
　上記表５の肌色測定の結果から、プラセボ塗布群（比較例６）と比較して本発明のペン
タエリスリトール配合美容液塗布群（実施例３）のＬ値は、連用４週間及び８週間後に有
意な上昇が認められた。
　従って、ペンタエリスリトールを配合した本発明の美容液は、ペンタエリスリトールを
配合していない比較例６に比べて、肌の色を明るくすることは明らかであり、優れた肌色
改善効果を有していることが分かった。
　尚、試験期間中、実施例２、３、及び比較例６の美容液を塗布した部位に、皮膚刺激反
応及び皮膚感作反応が認められた被験者はおらず、本発明品が製剤の形態においても安全
であることが確認できた。
【００３９】
試験例４　使用感試験
　表６に示した処方に従い化粧水を調製し、専門判定者３名による評価をおこなった。評
価項目はべたつき、保湿感の３項目を設定し、それぞれの評価を下記基準に従って評価し
てもらい、その平均点を表５に併せて示した。
（評価基準）
（ａ）べたつき感のなさ
　　５点：べたつき感が非常に少ない
　　４点：べたつき感が少ない
　　３点：ふつう
　　２点：べたつき感が多い
　　１点：べたつき感が非常に多い
（ｂ）保湿感
　　５点：肌のうるおい感が非常に高い
　　４点：肌のうるおい感が高い
　　３点：ふつう
　　２点：肌のうるおい感が少ない
　　１点：肌のうるおい感が非常に少ない
（ｃ）ハリ感：ハリ感とは、指で肌を押したときに、弾力がありピンと張った感じを意味
する。
　　５点：肌のハリ感が非常に高い
　　４点：肌のハリ感が高い
　　３点：ふつう
　　２点：肌のハリ感が少ない
　　１点：肌のハリ感が非常に少ない
【００４０】
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【表６】

【００４１】
　表６の結果から、（Ａ）ペンタエリスリトールを含有しない比較例８、１１では、べた
つき感が改善されていないことがわかった。またペンタエリスリトールの代わりにラフィ
ノースを組み合わせた比較例９では、べたつき感が少しは改善されたが十分ではなく、ま
たハリ感も得られなかった。更にはペンタエリスリトールのみを含有する比較例１０では
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、べたつき感は良好であるが十分な保湿感やハリ感が得られなかった。一方、（Ａ）ペン
タエリスリトールと（Ｂ）グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロパンジオール
、ジプロピレングリコール、１，４－ブチレングリコール、ジグリセリン、スレイトール
、エリスリトール、ソルビトール及びマンニトールから選ばれる１種又は２種以上を含有
した実施例については、べたつき感が改善され、保湿感およびハリ感も向上することが明
らかとなった。
【００４２】
　以下に本発明の皮膚外用剤の処方例挙げる。いずれも優れた効果が得られるものである
ことが期待される。配合量は質量％である。
【００４３】
実施例１７（乳液）
【００４４】
【表７】

【００４５】
実施例１８（化粧水）
【００４６】
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【表８】

【００４７】
実施例１９（クリーム）
【００４８】
【表９】

【００４９】
実施例２０（クリーム）
【００５０】
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【表１０】

【００５１】
実施例２１（サンスクリーン）
【００５２】
【表１１】

【産業上の利用可能性】
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【００５３】
　本発明により、べたつき感を生じず、安定性に優れ長期保存が可能で、且つ保湿感やハ
リ感といった使用感、更に肌のくすみの予防・改善効果に優れた皮膚外用剤を提供できる
。
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